
京 都 大 学 教 員 の 任 期 に 関 す る 規 程 新 旧 対 照 表
改 正 前 改 正 後

（前 略）
附 則

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。
ただし、大学院法学研究科の項の改正規定中法政理
論専攻に係る部分は、同日から施行し、同日以後に
雇用（昇任を含む。）される者について適用する。

別表第１ 別表第１
部局名 教育研究 対 象 と 任期 再任の可 備 部局名 教育研究 対 象と 任期 再任の可 備

組織の名 なる職 否 考 組織の名 なる職 否 考

称 称

大学院法 法政理論 講師 ２年 可 大学院法 法政理論 講師 ２年 否

学研究科 専攻 ただし、 ただし、 学研究科 専攻

再任の場合 １回限り

にあっては

１年

法曹養成 講師 ２年 可

専攻 ただし、 ただし、

再任の場合 １回限り

にあっては

１年

（略） （同 左）

（略） （同 左）

別表第２ （略） 別表第２ （同 左）
別表第３ 別表第３
部局 教育研究 計画の名 対 象 任期 再任の 備 部局 教育研究 計画の名 対 象 任期 再任の 備

名 組織の名 称 と な 可否 考 名 組織の名 称 と な 可否 考

称 る職 称 る職

（略） （同 左）

化学 環境物質 特殊環境 助教 ３年 否 化学

研究 化学研究 微生物研 ただし、平成２１年４月２日 研究

所 系 究プロジ から平成２４年３月３１日まで 所

ェクト に任用される場合の任期は、平

成２４年３月３１日までとす

る。

物質創製 物質創製

化学研究 （略） 化学研究 （同 左）
系 系

附属先端 生体分子 助教 ３年 否

ビームナ 反応場構 ただし、平成２４年４月２日

ノ科学セ 造研究プ から平成２７年３月３１日まで

ンター ロジェク に任用される場合の任期は、平

ト 成２７年３月３１日までとす

る。

（略） （同 左）

（後 略）


